
付紙様式第３

公益法人の
区分

国所管、都
道府県所管
の区分

応札・応募
者数

実験台等配線配管・接続・据付役務
１式

支出負担行為担当官
防衛医科大学校事務局
経理部長
水田　裕滋
埼玉県所沢市並木3-2

平成31年3月8日

アズサイエンス株式
会社首都圏支店　科
学埼玉営業所埼玉県
坂戸市塚越１２２４
－１

8100001013784 一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない。

1,620,000 －

4価髄膜炎菌ﾜｸﾁﾝメナクトラ筋注
一式

支出負担行為担当官
防衛医科大学校事務局
経理部長
水田　裕滋
埼玉県所沢市並木3-2

平成31年3月15日

アルフレッサ株式会
社所沢支店
埼玉県所沢市北原町
８６６－２６

8010901022860 一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない。

3,981,436 －

防衛医科大学校病院の物品移設役務
１式

支出負担行為担当官
防衛医科大学校事務局
経理部長
水田　裕滋
埼玉県所沢市並木3-2

平成31年3月1日
株式会社日立物流
東京都江東区東陽7-
2-18

1010601022399 一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない。

1,063,800 －

リツキシマブBS点滴静注100ｍｇ
「KHK」、外1件

支出負担行為担当官
防衛医科大学校事務局
経理部長
水田　裕滋
埼玉県所沢市並木3-2

平成31年3月1日
株式会社メディセオ
東京都中央区八重洲
２丁目７番１５号

5010001087238 一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない。

3,045,648 －

経営分析ソフトの導入
１式

支出負担行為担当官
防衛医科大学校事務局
経理部長
水田 裕滋
埼玉県所沢市並木3-2

平成31年3月5日

メディカル・デー
タ・ビジョン株式会
社　東京都千代田区
神田美土代町7番地
住友不動産神田ビル
10階

7010001087640 一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない。

4,320,000 －

ＰＰＣ用紙　Ａ４、外2件

支出負担行為担当官
防衛医科大学校事務局
経理部長
水田 裕滋
埼玉県所沢市並木3-2

平成31年3月5日
株式会社立川紙業
東京都立川市柴崎町
２－７－６

5012801000833 一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない。

1,741,932 －

PHS増設等構内交換機設定役務
１式

支出負担行為担当官
防衛医科大学校事務局
経理部長
水田 裕滋
埼玉県所沢市並木3-2

平成31年3月11日
日本電気株式会社
東京都港区芝4丁目
14番1号

7010401022916 一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない。

2,376,000 －

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合

評価の実施）
予定価格 契約金額 落札率 備　　考

公益法人の場合

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号



付紙様式第３

公益法人の
区分

国所管、都
道府県所管
の区分

応札・応募
者数

一般競争入札・指名
競争入札の別（総合

評価の実施）
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公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開
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びにその所属する部局
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契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

透析装置設置役務
１式

支出負担行為担当官
防衛医科大学校事務局
経理部長
水田　裕滋
埼玉県所沢市並木3-2

平成31年3月15日

株式会社イノメ
ディックス
東京都文京区小石川
4-17-15

2010001004773 一般競争入札

同種の他の契約の予
定価格を類推される
おそれがあるため公
表しない。

3,418,848 －

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


